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□　a.期待以上

■ b.期待どおり

□　c.やや下回る

□　d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

事
 
業
 
の
 
課
 
題

区　分 判　定　・　説　明

事業のニーズの変化

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

効率性を高める余地

課題の総括
保健師助産師看護師学校養成所指定規則に基づく教員の定数の改正等により、今後も看護教員の養成・確保は
必要となるため、養成所の状況等をみながら講習会を開催していく。

判
定
の
説
明

事　業　名

516

事
業
実
績

内　　容 単位

受講生

千円

千円

　概　算
　人件費

回

人

事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位

人

千円

平成21年度事務事業評価シート （20年度実施事業分）

2-06
3-02

衛生部医療政策課部・課事業番号

２６２２

iryo@pref.nagano.jp

成
果
と
達
成
状
況

事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準（H20) 達成状況 評価

看護教員養成講習会を開催し、専任
教員を養成する。

講習会を開催し、２９名の受講生（内県
内２７名）が１０ヶ月間専任教員に必要な
教育を修了する。

専任教員に必要な教育内容を履修し、２
９名の受講生が全員講習会を修了し、看
護師等養成所の専任教員として、就業し
た。

内線

E-mail
看護教員養成講習会事業

中期総合計画主要施策番号 担
当
課

20年度 21年度（予定）19年度

0

左記以外の20年度の実績

講習会回数 0 1 ―

29 ―

保健師助産師看護師法において、専任教員に必要な研
修が義務付けられていることから、看護教員養成のため
に必要な事業である。

  □　増加 ■　横ばい □　減少

20年度 21年度（当初） 20年度の概要

千円 767 9,785 ― 国庫・県単

19年度

8,656 ― 委託

516 60 ― 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）

0.01 0.01
委託料：8,656

―

―

―

71 71

千円 587 8,727

【課題の特定（事業の実施により解決しようとする課題は何か）】

新たに専任教員を養成する必要がある。
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業
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概
 
要
 
等

事業の
目　的

看護師及び准看護師養成機関において、質の高い看護基礎教育ができる専任教員を育成するための講習会を行う。

【現状（事業の目的との間にどのようなギャップがあるか）】

保健師助産師看護師学校養成所指定規則のなかで、平成23年４月より専任教員の定数の改正があり、看護師等養成機関に
おける専任教員の必要数を充足する必要がある。

【原因分析（ギャップが発生している原因は何か）】

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の中で、平成23年４月から専任教員の定数が増加される。
事業の
必要性

事業内容 看護教員となるために必要な講習（科目・演習・実習をあわせての900時間以上の講習を長野県看護協会へ委託）を行う。

実施期間 H19 根拠法令等 保健師助産師看護師法


